
公 示 書

新潟美咲合同庁舎１号館において、国土交通省共済組合北陸地方整備局支部が運営する

福利厚生施設の営業を希望する者の公募を次のとおり公示します。

令和３年１０月２６日

国土交通省共済組合

北陸地方整備局支部長 岡村 次郎

１．対象事業者

国土交通省共済組合北陸地方整備局支部長の委託を受けて、新潟美咲合同庁舎１号館

において

・ 売店」の営業を希望する者 ・・・ １事業者「

２．対象施設

新潟美咲合同庁舎１号館

所在地 新潟市中央区美咲町１丁目１番１号

電 話 ０２５（２８０）８８８０（国土交通省北陸地方整備局の代表電話）

施設の概要 別紙１「施設概要」のとおり

３．業務期間

令和４年１月１日～令和４年３月３１日

ただし、必要に応じ、５年を超えない範囲内で下記４による国有財産使用許可期間を

更新し、業務を行うことができる。

なお、業務の開始時期については、変更もあり得る。

４．申請書関係説明資料の交付期間、場所及び交付方法

令和３年１０月２６日から令和３年１１月９日までの間に、北陸地方整備局総務部厚

生課において書面により交付する（平日の９時００分から１６時まで 。）

また、郵送による交付を希望する者は、電話で１１月５日までに申し出ること。

５．申請書等についての個別説明

公示後、福利厚生施設の営業を希望する者は、申請書等についての個別説明を令和

３年１０月２６日から１１月９日までの平日の９時から１６時までの間、北陸地方整備

局総務部厚生課において行うので、電話で日時を確認の上、必ず受けること。

個別説明を受けなかった者については、申請への参加は認めない。



６．営業の条件

別紙２「営業条件」のとおり

７．参加資格

（１）法人等（個人、法人又は団体をいう ）の役員等（個人である場合はその者、。

法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表

者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ ）が、暴。

力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ ）又は暴力団員（同法第。

２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ ）ではないこと。

（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に

損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者では

ないこと

（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与す

るなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与して

いる者ではないこと

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用する

などしている者ではないこと

（５）役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している

者ではないこと

（６）暴力団又は暴力団員及び（２）から（５）までに定める者の依頼を受けて公募

に参加しようとする者でないこと

８．提出書類

（１）新潟美咲合同庁舎１号館における福利厚生施設営業申請書

（２）添付書類

① 会社等概要（個人の方は市販の履歴書を添付）

② 過去３年間の社会的信用失墜行為の有無

③ 店舗別営業開始日一覧表

④ 過去３年間の保健所等からの指摘事項及び改善措置状況

⑤ 経営規模等調査票

⑥ 納税証明書

法人の場合 → 法人税、消費税及び地方消費税（その３の３）

個人の場合 → 申告所得税、消費税及び地方消費税（その３の２）

⑦ 法人の場合→商業登記簿謄本、個人の場合→身分証明書（市町村発行）

⑧ 直近３期分の決算書

法人の場合 → 貸借対照表、損益計算書、株主（社員）資本等変動

計算書

個人の場合 → 決算等財務状態が確認できる書類

⑨ 免許が必要な販売商品を取り扱う場合は当該免許の写し



⑩ 提案書

⑪ 誓約書及び役員名簿

＊ なお、詳細については個別説明時に行う。

９．申請書の提出期限、場所及び方法

令和３年１１月１９日（金）１７時までに北陸地方整備局総務部厚生課に持参又は

郵送（書留郵便のみとし、上記提出期限を必着とする）にて提出すること。

１０．営業する者の特定方法

提案内容及び経営実績等を総合的に審査の上、営業する者を特定する。

１１．その他

（１） 申請書及び資料の作成並びに提出に係る費用は、提出者の負担とします。

（２） 国土交通省北陸地方整備局長は、提出された申請書及び資料を審査以外に提

出者に無断で使用しません。

（３） 提出された申請書及び資料は、返却しません。

（４） 提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めません。

問い合わせ先：新潟市中央区美咲町１丁目１番１号 新潟美咲合同庁舎１号館内

国土交通省北陸地方整備局 総務部厚生課管理係

電話 ０２５（３７０）６６４３



別紙１

施 設 概 要

◆施設名 新潟美咲合同庁舎１号館

◆所在地 新潟市中央区美咲町１丁目１番１号

庁舎利用者数 約６００名◆

◆１階売店

・使用面積 ４７ ㎡．６７

（平面図は、申請書関係説明資料に添付する）

・電力 １００Ｖ

・給排水施設 有り



別紙 ２

新潟美咲合同庁舎１号館 【売店】

項　　目 　営　　　　　業　　　　　条　　　　件

施設の目的
　新潟美咲合同庁舎１号館に勤務する職員及び来庁者の利便に資することを目的とし、職
員の福利厚生の増進のため、良質で低廉な物資の供給とサービスの提供のための施設で
ある。

営業開始予定日 　令和３年１２月１日

営業日 　「行政機関の休日に関する法律」第１条に規定する日を除く毎日とする。

衛生管理等 　衛生管理及び安全管理は、受託者において全責任を負うものとする。

契約期間
　契約の期間は令和４年３月３１日までとするが、委託者が認めた場合は５年に限り更新でき
るものとする。

報告事項等 　契約書（案）のとおり。

提供価格 　市場価格と同等もしくはそれ以下を基準とすること。

庁舎への出入り等 　庁舎管理規則に従うものとする。

営業時間
　７：３０～１８：００
　ただし、委託者との打合せによって双方が合意すれば、営業時間の変更は可能とする。

販売方法 　店頭販売とする。

精算方法 　現金払いのほか、カード等その他の精算方法も可能とする。

販売品目
　食品類、切手、収入印紙、日用品類、たばこ等、多様な商品を提供することとし、常に不足
のないよう補充すること。

施設等 　運営上必要な備品類については、受託者が用意すること。

　備品類の修理及び更新等は、受託者において行うものとする。

消耗品類 　運営上必要な消耗品類については、受託者が用意すること。　

その他 　施設の営業に当たり、保健所等への申請又は届け出が必要な場合は受託者が行うも

のとする。

　利用者の利便性を向上させるサービスを提供する場合には、その仕様を明記すること。

　（例：コピー機、ATM、郵便ポスト等）

　使用許可場所及び貸与物品の使用料は無償とするが、光熱水料、ゴミ処理及び清掃に

要する費用については、受託者の負担とする。

　上記条件に記載のない項目については、別途協議する。

営業条件に係る補足説明事項

⑨　営業条件に定めのない事項に関しては、必要に応じて協議する。

⑤　設備及び物品については、善良なる管理者の注意義務をもって管理すること。

⑥　営業時間を遵守し、品質、分量、規格及び価額については職員及び来庁者等の利用しやすいものとすること。

⑦　従業員の身元保証、健康管理及び服務規律は受託者の責任において行うこと。

営　　業　　条　　件　（ 売 店 ）

①　売店経営は職員及び来庁者の利便に資する目的をもって行うこと。

②　営業に当たっては食品衛生法等の法令及び規則を遵守すること。

③　営業内容の第三者への譲渡又は請負を禁止する。

④　事業設備の第三者への貸与及び許可した業種以外の利用は禁止する。

⑧　契約期間が満了したとき、又は契約が解除されたときは、施設等を原状回復し返還しなければならない。


